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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ４３５　
   Ｆ２１Ｖ    8/00     ３３０　
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３０４Ｄ
   Ｇ０２Ｂ    6/00     ３３１　
   Ｆ２１Ｙ  115:10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月23日(2018.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源から入射した光を導光し、その一部を光出射面から出射させる導光板とを備え
、
　前記導光板に、入射した光の方向を変えて前記光出射面から出射させる光出射構造部を
１以上含む画素領域が設けられており、前記画素領域のそれぞれからの出射光量を変化さ
せることによって階調を有する所定の画像を表示するとともに、
　所定の範囲の階調を表示する前記画素領域の出射光量が、第１光量値、または、前記第
１光量値よりも大きい第２光量値となるようにランダムに設定されており、
　前記所定の画像における全ての階調の範囲を複数の部分階調範囲に分割するとともに、
前記部分階調範囲毎に、前記第１光量値および前記第２光量値が設定されていることを特
徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記部分階調範囲の数が１０以下であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記部分階調範囲の数が５以下であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　最も高い前記部分階調範囲の前記第２光量値が、最も低い前記部分階調範囲の前記第２
光量値の３倍以上であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　ある部分階調範囲の前記第２光量値と、該部分階調範囲よりも一段階低い部分階調反値
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の前記第２光量値との差を光量値差とすると、全ての階調の範囲における前記光量値差が
一定ではないことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記画素領域のそれぞれに含まれる前記光出射構造部の数が同じであるとともに、前記
光出射構造部の形状を異ならせることによって前記画素領域の出射光量を変化させること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記光出射構造部が、入射した光の方向を変える光学面を備えるとともに、前記光出射
面側から見て、前記光源から入射する光の方向に垂直な第１方向における前記光学面の長
さを異ならせることによって前記画素領域の出射光量を変化させることを特徴とする請求
項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記光出射構造部が、入射した光の方向を変える光学面を備えるとともに、前記光出射
面側から見て、前記光源から入射する光の方向に平行な第２方向における前記光学面の長
さを異ならせることによって前記画素領域の出射光量を変化させることを特徴とする請求
項６に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画素領域に含まれる前記光出射構造部の数を異ならせることによって前記画素領域
の出射光量を変化させることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の表示装置
。
【請求項１０】
　前記光源から入射する光の方向に垂直な第１方向に並ぶ複数の前記画素領域をまたがる
ように、前記第１方向に延伸する光出射構造領域が複数平行に設けられているとともに、
　前記光出射構造領域に光出射構造部を設けるか否かによって、前記画素領域に含まれる
前記光出射構造部の数を異ならせることを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示装置を備えており、
　遊技の進行に応じて前記表示装置での表示が行われることを特徴とする遊技機。
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